
 



 
 

 

 

・次のような変更があった場合は、必ず園または子育て支援課へ書類を提出してください。 

 

１．父・母いずれかが仕事を辞めた場合 

　　①転職した場合　⇒就労証明書を提出してください。 

②求職活動をする場合　⇒求職状況申立書を提出し、３か月以内に就労証明書を提出してください。 

 

 

２．父・母いずれかが就学する場合　⇒下記のⅠ～Ⅲを提出してください。  

Ⅰ 就学に関する申立書（注 1）　 

　　Ⅱ 在学証明書または学生証の写し 

　　Ⅲ 学校発行の時間割表（カリキュラム） 

 

 

３．妊娠した場合　　⇒母子手帳または妊産婦医療福祉費受給者証のコピー 

（分娩予定日を記載したページ）を提出してください。 

出産後は、子育て支援課から再度通知をさせて頂きます。 

 

 

４．預かり保育を使わなくなった場合　⇒取消届を提出してください。 

 

 

５．下妻市から転出する場合　⇒取消届を提出してください。 

 

 

６．その他　⇒子育て支援課までお問合せください。 

 

 

注１：時間割の内容は、学校等で受講している時間や内容に限られ、自主学習などの個人の勉強時間は保育

必要時間数としては認められません。また、『学校等証明欄』の記載がないものは無効です。 

 

※書類は園、子育て支援課にあります。また、市のホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更があった場合の届出について

下妻市 

　子育て支援課　子ども保育係 

　TEL 0296-45-8120


